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(57)【要約】
【課題】乗員の頭部に加わる衝撃を緩和することができ
るヘッドレストフレーム及びヘッドレストを提供する。
【解決手段】ヘッドレストフレーム１の略コ字状に形成
されたピラー部材１１の頭部側に取り付けられた変形部
材１５は、ピラー部材１１の頭部側に配設され、上部側
がピラー部材１１の上部に固着された前板部１６と、前
板部１６の左右側のそれぞれからピラー部材１１に向か
って延設され、ピラー部材１１の左右側のそれぞれに固
着された一対の側板部１７，１７とから構成されている
。この変形部材１５が、塑性変形することによって後面
衝突時などに乗員の頭部に加わる衝撃エネルギーを緩和
する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートバックフレームに取り付けられるピラー部材と、前記ピラー部材に取り付けられ
、塑性変形することによって衝撃エネルギーを吸収可能な変形部材と、を備えるヘッドレ
ストフレームにおいて、
　前記変形部材は、前記ピラー部材の頭部側にのみ配設される前板部と、前記前板部の左
右側のそれぞれから連続して延設され、後方側に屈曲された一対の側板部と、からなり、
　一対の前記側板部は、前記ピラー部材にそれぞれ固着されることを特徴とするヘッドレ
ストフレーム。
【請求項２】
　前記前板部は、少なくとも上下方向の一方側で前記ピラー部材に固着されることを特徴
とする請求項１に記載のヘッドレストフレーム。
【請求項３】
　一対の前記側板部は、前記前板部よりも上下方向の幅が短く形成され、前記前板部の下
方側から延設されることを特徴とする請求項２に記載のヘッドレストフレーム。
【請求項４】
　一対の前記側板部は、蛇腹部を備え、
　前記蛇腹部は、前後方向に山折り若しくは谷折り形成されてなることを特徴とする請求
項１又は２に記載のヘッドレストフレーム。
【請求項５】
　一対の前記側板部は、複数の開口部を備え、
　前記開口部は、上下方向に並べて配置されることを特徴とする請求項１又は２に記載の
ヘッドレストフレーム。
【請求項６】
　前記変形部材は、金属プレートであって、板厚、材質によって、吸収エネルギーを可変
とされてなることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のヘッドレストフレ
ーム。
【請求項７】
　前記請求項１乃至６のいずれか１項に記載のヘッドレストフレームを備えてなることを
特徴とするヘッドレスト。
【請求項８】
　車体フロア側に支持されたシートクッションと、前記シートクッションに連結されたシ
ートバックと、前記請求項７に記載のヘッドレストと、を備えてなることを特徴とする車
両用シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドレストフレーム及びこのヘッドレストフレームを備えたヘッドレスト
、並びに、このヘッドレストを備えた車両用シートに係り、特に衝撃を吸収できるヘッド
レストフレーム及びこのヘッドレストフレームを備えたヘッドレスト、並びに、このヘッ
ドレストを備えた車両用シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ヘッドレストは、図９に示すように、パイプ材からなるヘッドレストフレーム１
０１の周囲にクッション材１０７を配置してその表面を表皮材で被覆して構成されること
で、車両の走行中に衝撃を受けたときには乗員の頭部に加わる衝撃を緩和している。この
ような従来のヘッドレストによっても十分な緩衝効果を得ることが可能であるが、更に高
い緩衝効果を有するヘッドレストが望まれていた。
【０００３】
　このため、ヘッドレストフレームの一部を塑性変形可能な変形部として形成し、若しく
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は、ヘッドレストフレームに塑性変形可能な変形部材を取り付けて、この変形部又は変形
部材の塑性変形によって衝撃エネルギーを吸収可能に構成されたヘッドレストが提案され
ている（例えば、特許文献１乃至３参照。）
【０００４】
【特許文献１】実開平０６－０６４５４８号公報
【特許文献２】特開２００５－２８７７６５号公報
【特許文献３】実開昭６１－１６７８５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に開示された技術は、ヘッドレストフレームを構成するパイプ材の一部
を偏平に潰した変形部が後方へ折れ曲がることにより頭部に加わる衝撃を吸収するように
構成されている。しかし、特許文献１の技術では変形部が変形したときに突起状になるた
めカバーで変形部を被覆しており、部品点数の増加が避けられず、また、このカバーの取
付けに工数がかかるという不都合があった。
【０００６】
　上記特許文献２に開示された技術は、ヘッドレストフレームを構成するパイプ材を屈曲
形状に構成することで変形しても突起状にはならず且つ、様々な方向からヘッドレストに
かかる衝撃を吸収することができる。しかし、特許文献２の技術は、前後方向にもパイプ
材を屈曲するため薄型なヘッドレストには適用が困難であるなど、設計の自由度を向上す
ることが困難であるという不都合があった。
【０００７】
　上記特許文献３に開示された技術は、平行に離間して配置された一対のパイプ材の間に
前面及び後面側に膨出した膨出面を有する変形部材を配設してヘッドレストフレームが構
成されており、この変形部材の塑性変形によって衝撃を吸収することができる。しかし、
特許文献３の技術は、ヘッドレストの頭部側の面の一部に膨出面が形成されることから、
衝撃が加わる角度によって吸収できるエネルギーに差異が生じるという不都合があった。
【０００８】
　本発明は、上記問題点に鑑み、乗員の頭部に加わる衝撃を緩和することができるヘッド
レストフレーム及びヘッドレストフレームを備えたヘッドレスト、並びに、このヘッドレ
ストを備えた車両用シートを提供することである。
　本発明の他の目的は、様々なヘッドレストに適用できるとともに部品点数の増加を抑え
、より確実に衝撃エネルギーを吸収できるヘッドレストフレーム及びヘッドレストフレー
ムを備えたヘッドレスト、並びに、このヘッドレストを備えた車両用シートを提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題は、請求項１に係る、シートバックフレームに取り付けられるピラー部材と、
前記ピラー部材に取り付けられ、塑性変形することによって衝撃エネルギーを吸収可能な
変形部材と、を備えるヘッドレストフレームにおいて、前記変形部材は、前記ピラー部材
の頭部側にのみ配設される前板部と、前記前板部の左右側のそれぞれから連続して延設さ
れ、後方側に屈曲された一対の側板部と、からなり、一対の前記側板部は、前記ピラー部
材にそれぞれ固着されることにより解決される。
【００１０】
　上記構成によれば、後方に移動した乗員の頭部がヘッドレストのクッション材を介して
変形部材を後方側に押圧した際に、変形部材の前板部が塑性変形することで乗員の頭部に
加わる衝撃を緩和することができる。このとき、側板部によって前板部の全体がピラー部
材から前方側に離間した位置に配設されるため、前板部又は側板部の塑性変形に伴い前板
部が後方側に移動できる大きな空間を確保することができ、変形部材の変形可能な自由度
を著しく増大させることができる。こうして、乗員の頭部が受ける衝撃を変形部材の塑性
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変形によって確実に緩和することができ、頸部に作用する衝撃力の低減を図ることができ
るヘッドレストフレームを提供することができる。また、左右の側板部は前板部の左右側
のそれぞれから連続して延設される構成であるため部品点数の増加を抑えつつも、設計の
自由度が高く、様々なヘッドレストに適用可能なヘッドレストフレームを提供することが
できる。
【００１１】
　具体的には、請求項２のように、前記前板部は、少なくとも上下方向の一方側で前記ピ
ラー部材に固着されると好適である。
　上記構成により、変形部材は、前板部の上下方向の一方側及び左右の側板部の計３カ所
でピラー部材に固着されるため、変形部材の塑性変形時に、側板部が左右のいずれかの方
向に倒れることが規制され、前板部を後方側にのみ変形若しくは移動させることができる
。すなわち、変形部材を所定の方向に塑性変形させることができるため、確実に衝撃エネ
ルギーを吸収することができるヘッドレストフレームを提供することができる。
【００１２】
　さらに具体的には、請求項３のように、一対の前記側板部は、前記前板部よりも上下方
向の幅が短く形成され、前記前板部の下方側から延設されると好適である。
【００１３】
　上記構成によれば、側板部は、前板部の上下方向の長さよりも短い幅に形成されること
で、側板部が左右側に延設されない部分の前板部の塑性変形が容易となる。また、左右の
側板部を前板部の下方側から延設された配置とすることで、側板部が左右側に延設されな
い上側部分の前板部の縁部分を頭部が押圧した場合にも確実に前板部を塑性変形させるこ
とができる。さらに、前板部に入力された荷重が大きい場合には、左右の側板部も変形す
ることでより大きな衝撃エネルギーを吸収することができる。こうして、乗員の頭部に加
わる衝撃を確実に吸収することができるヘッドレストフレームを提供することができる。
【００１４】
　また、請求項４のように、一対の前記側板部は、蛇腹部を備え、前記蛇腹部は、前後方
向に山折り若しくは谷折り形成されてなると好適である。
　上記構成によれば、側板部に前後方向に屈曲容易な蛇腹部が形成されることで、乗員の
頭部がクッション材を介して前板部を強く押圧すると、蛇腹部によって側板部が優先的に
塑性変形される。また、蛇腹部が前後方向に山折り若しくは谷折り形成されて構成されて
いるため側板部は前後方向に折れ曲がって変形する。このため、乗員の頭部が前板部の左
右方向の縁部分を押圧した場合にも、効果的に衝撃エネルギーを吸収することができるヘ
ッドレストフレームを提供することができる。また、側板部が変形することで、前板部の
頭部側の領域全体でより均一なエネルギー吸収特性を有することになるため、乗員の頭部
に加わる衝撃を確実に緩和することができるヘッドレストフレームを提供することができ
る。
【００１５】
　また、請求項５のように、一対の前記側板部は、複数の開口部を備え、前記開口部は、
上下方向に並べて配置されると好適である。
　上記構成によって、側板部に開口部が形成されることで、乗員の頭部がクッション材を
介して前板部を強く押圧すると、開口部によって側板部が優先的に塑性変形される。また
、開口部が上下方向に並んで配置されているため、側板部は開口部の並びに沿って前後方
向に折れ曲がって変形する。このため、乗員の頭部が前板部の左右方向の両端部分を押圧
した場合にも効果的に衝撃エネルギーを吸収することができ、また、側板部が変形するこ
とで、前板部の頭部側の領域全体でより均一なエネルギー吸収特性を有することになるた
め、乗員の頭部に加わる衝撃を確実に緩和することができるヘッドレストフレームを提供
することができる。
【００１６】
　さらに、具体的には、請求項６のように、前記変形部材は、金属プレートであって、板
厚、材質によって、吸収エネルギーを可変とされてなると好適である。



(5) JP 2010-58551 A 2010.3.18

10

20

30

40

50

　上記構成によって、ヘッドレストの大きさなどによって異なるエネルギー吸収特性を有
する変形部材を配設することが可能となり、車両用シートのタイプごとに適したエネルギ
ー吸収特性を有する変形部材を備えたヘッドレストフレームを提供することができる。
【００１７】
　前記課題は、請求項７に係るヘッドレストによれば、前記請求項１乃至６のいずれか１
項に記載のヘッドレストフレームを備えてなること、により解決される。
　上記構成によれば、上述の各作用効果を備えたヘッドレストを提供することができる。
【００１８】
　前記課題は、請求項８に係る車両用シートによれば、車体フロア側に支持されたシート
クッションと、前記シートクッションに連結されたシートバックと、前記請求項７に記載
のヘッドレストと、を備えてなること、により解決される。
　上記構成によれば、上述の各作用効果を有するヘッドレストを備えた車両用シートを提
供することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１に係るヘッドレストフレームによれば、乗員の頭部が受ける衝撃を変形部材の
塑性変形によって確実に緩和することができるヘッドレストフレームを提供することがで
きる。
　請求項２に係るヘッドレストフレームによれば、変形部材を所定の方向に塑性変形させ
ることができ、確実に衝撃エネルギーを吸収することができるヘッドレストフレームを提
供することができる。
　請求項３に係るヘッドレストフレームによれば、頭部が前板部の縁部分を押圧した場合
にも前板部を塑性変形させることができ、乗員の頭部に加わる衝撃を確実に吸収すること
ができるヘッドレストフレームを提供することができる。
　請求項４及び５に係るヘッドレストフレームによれば、乗員の頭部が前板部の左右方向
の両端部分を押圧した場合にも効果的に衝撃エネルギーを吸収することができ、また、側
板部が変形することで、前板部の頭部側の広い領域でより均一なエネルギー吸収特性を有
することになるため、乗員の頭部に加わる衝撃を緩和することができるヘッドレストフレ
ームを提供することができる。
　請求項６に係るヘッドレストフレームによれば、車両のタイプごとに適した変形部材を
備えたヘッドレストフレームを提供することができる。
　請求項７に係るヘッドレストによれば、請求項１乃至６のいずれかの特徴を備えたヘッ
ドレストを提供することができる。
　請求項８に係る車両用シートによれば、請求項７の特徴を有するヘッドレストを備えた
車両用シートを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について、図を参照して説明する。なお、以下に説明する部材
、配置等は、本発明を限定するものではなく、本発明の趣旨に沿って各種改変することが
できることはもちろんである。
【００２１】
（第１の実施形態）
　図１乃至図４は本発明の第１の実施形態を示し、図１は車両用シートの概略斜視図、図
２はシートフレームの概略斜視図、図３はヘッドレストフレームの概略説明図、図４はヘ
ッドレストフレームの変形状態を示す説明図である。
【００２２】
　本実施形態に係る車両用シートＳは、図１に示すように、シートバックＳ１と、シート
クッションＳ２と、シートバックＳ１の上部に取付けられたヘッドレストＨＲとを備えて
いる。なお、以下のヘッドレストＨＲの説明において、乗員の頭部が配置される側（前側
）を頭部側とし、シートバックＳ１側を下方側とする。
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　図２に示すように、シートフレームＦは、シートバックフレーム３と、着座フレーム５
と、ヘッドレストフレーム１とを主要構成要素として備えており、ヘッドレストフレーム
１のピラー部材１１の下部側を、シートバックフレーム３の上部に設けられたピラー支持
部１８，１８に取り付けることができる。
【００２３】
　シートバックフレーム３及び着座フレーム５のそれぞれにクッション材７を取り付け、
クッション材７の外周を表皮材８により被覆してシートバックＳ１及びシートクッション
Ｓ２が構成されている。また、ヘッドレストＨＲは、ヘッドレストフレーム１の外周側を
囲うように緩衝材としてのクッション材７を設け、クッション材７の外周に表皮材８を被
覆して構成されている。
【００２４】
　次に、図３（ａ），（ｂ）に基づいて、ヘッドレストフレーム１について説明する。図
３（ａ）は、ヘッドレストフレーム１の斜視図、図３（ｂ）は、ヘッドレストフレーム１
の変形の様子を示す側面図である。
　図３（ａ）に示すように、ヘッドレストフレーム１は、円筒状部材（パイプ材）若しく
は中実の丸棒部材を略コ字状に屈曲して形成されたピラー部材１１と、ピラー部材１１の
頭部側を覆うように配設される略板状の変形部材１５とを主要部材として構成されている
。
【００２５】
　ピラー部材１１は、左右方向に離間して配置されるサイドピラー部１２，１２と、左右
のサイドピラー部１２，１２を上部側で連結する上部ピラー部１３とからなる。
　左右のサイドピラー部１２，１２は、ヘッドレストフレーム１を適度な傾きで取り付け
可能に前後方向に屈曲して構成されている。上述のように、サイドピラー部１２，１２の
下部側を、シートバックフレーム３の上部に設けられたピラー支持部１８，１８に取り付
けることができる。また、サイドピラー部１２，１２の中程から上部側の位置には変形部
材１５が取り付けられる。
【００２６】
　変形部材１５は、塑性変形可能な板状部材から形成されており、頭部側に配置される前
板部１６と、前板部１６下側の左右側から後方側に屈曲しつつ連続して延設された側板部
１７，１７とからなる。左右の側板部１７，１７の先端がサイドピラー部１２，１２にそ
れぞれ固着され、前板部１６の上部側１６ａが上部ピラー部１３に固着されることで、変
形部材１５はピラー部材１１の頭部側に配設される。
【００２７】
　側板部１７，１７は、前板部１６の上下方向の長さよりも短い幅に形成されており、側
板部１７，１７が左右側に延設されていない領域の前板部１６が前後方向に塑性変形容易
に構成されている。具体的には、側板部１７，１７の上下方向の寸法は、乗員の頭部に押
圧される前板部１６の領域よりも下方の左右側に形成可能な幅に調整されている。また、
前板部１６が頭部側に張り出すように湾曲した形状に形成されるとともに、側板部１７，
１７によって前板部１６をサイドピラー１２，１２から所定距離離間して配設されること
で、前板部１６が後方側に塑性変形可能なストロークを確保している。
　なお、変形部材１５は、前板部１６の上部側１６ａと、側板部１７，１７の先端部分の
計３カ所でピラー部材１１に溶接（溶接部１９）によって固着されているが、溶接以外に
も、リベット止め、ボルト止め、若しくはスポット溶接などであってもよい。
【００２８】
　乗員の頭部がクッション材７を挟んで前板部１６に強く押しつけられると、前板部１６
が図３（ｂ）の一点破線で示したように塑性変形して衝撃を吸収する。
　前板部１６が、前板部１６の上部側１６ａと左右側の側板部の３カ所のみでピラー部材
１１に固定されることで、変形部材１５の変形量を増大させることができ、また、左右の
側板部１７，１７を前板部１６の下方側に配置された形状とすることで、頭部が前板部１
６の縁部分を押圧した場合にも確実に前板部１６を塑性変形させることができる。さらに
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、前板部１６に入力された荷重が大きい場合には、左右の側板部１７，１７も変形するこ
とでより大きな衝撃エネルギーを吸収することができる。
【００２９】
　なお、前板部１６の上部側１６ａを上部ピラー部１３に固着することで、左右の側板部
１７，１７が塑性変形する際に、一対の側板部１７，１７が平行な相対位置を保ったまま
左右いずれかの方向に倒れることを規制している。従って、変形部材は、側板部１７，１
７を折り曲げることで、前板部１６を後方側に移動させることができ、側板部１７，１７
の塑性変形においても確実に衝撃エネルギーを吸収することができる。
【００３０】
　変形部材１５は、塑性変形可能な金属、若しくは樹脂から構成することができるが、特
に、軟鉄やアルミニウム合金などの高い塑性変形能を備える材質によって構成されること
が望ましい。また、変形部材１５の材質や板厚を選定することによって、吸収可能なエネ
ルギーを調整することができる。例えば、板厚０．７ｍｍのスチール製（軟鉄）の板材に
よって構成された変形部材１５は、およそ３００Ｎ以上の応力が加わることによって塑性
変形が始まる。同様に、板圧１．０ｍｍの板材で構成された変形部材１５の塑性変形には
、およそ１０００Ｎ以上の応力が必要となる。
【００３１】
　すなわち、変形部材１５を構成する板材の板圧を適宜選択することによって、変形部材
１５のエネルギー吸収量を調整することができ、最適なエネルギー吸収特性を有する変形
部材１５を配設することが可能となる。従って、車両のタイプごとに適したヘッドレスト
フレーム１若しくはヘッドレストＨＲを得ることができる。
【００３２】
　さらに、前板部１６の所定箇所に孔やスリット若しくは切り欠きを形成することで、変
形部材１５のエネルギー吸収特性を調整することができる。例えば、前板部１６の中央部
の左右方向に沿って小さな孔を複数形成することで、頭部が前板部１６の中心部分からず
れた位置を押圧した場合にも前板部１６を中心部の左右方向で折り曲げ変形させることが
でき、狙いのエネルギー吸収特性を得ることができる。また、前板部１６の下方側は側板
部１７，１７が延設されるため、やや高い変形応力を有しているが、前板部１６の下方側
に多数の微小な孔を形成することで、変形応力を低下させることができ、より均一なエネ
ルギー吸収特性を得ることができる。
【００３３】
　次に、変形部材１５の作用を図４に基づいて説明する。
　図４は、ヘッドレストフレームの変形状態を示す説明図であり、図４（ａ）は衝突前、
図４（ｂ）は衝突後の状態を示している。
　後面衝突などにより、後方から衝撃を受けて慣性で乗員の頭部が後方に移動すると、乗
員の頭部がヘッドレストＨＲを押圧するため、クッション材７を介して変形部材１５が後
方側に押圧されて塑性変形する。具体的には、変形部材１５の前板部１６に乗員の後方移
動に伴う応力の負荷に応じて塑性変形する。
　この変形部材１５の塑性変形によって、後面衝突などによる衝撃荷重を吸収して乗員の
頭部が受ける衝撃を緩和することができ、同時に、頸部に作用する衝撃力の低減を図るこ
とができる。
【００３４】
　（第２の実施形態）
　図５及び図６は本発明の第２の実施形態を示し、図５は、ヘッドレストフレーム２１の
斜視図、図６は、I－I断面でのヘッドレストフレーム２１の塑性変形前後の状態を示す断
面図である。
　なお、以下の各実施の形態において、第１の実施の形態と同様部材、配置等には同一符
号を付してその詳細な説明を省略する。
　本実施形態に係るヘッドレストフレーム２１は、第１の実施形態と比べて、側板部２７
，２７の形状が異なっている点で大きく相違する。
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【００３５】
　まず、図５に基づいてヘッドレストフレーム２１の構成を説明する。
　変形部材２５は、塑性変形可能な板状部材から形成されており、頭部側に配置される前
板部２６と、前板部２６の左右側から後方側に屈曲しつつ連続して延設された側板部２７
，２７とからなる。左右の側板部２７，２７の先端がサイドピラー部１２，１２にそれぞ
れ固着され、前板部２６の上部側２６ａが上部ピラー部１３に固着されることで、変形部
材２５はピラー部材１１の頭部側に配設される。
【００３６】
　側板部２７，２７には、蛇腹部２７ａ，２７ａが形成されており、乗員の頭部がクッシ
ョン材７を介して前板部２６を強く押圧すると、この蛇腹部２７ａ，２７ａが優先的に塑
性変形されることによって衝撃エネルギーを吸収する。もちろん、さらに大きなエネルギ
ーが前板部２６に負荷された場合には、側板部２７，２７に加えて前板部２６が塑性変形
してエネルギーを吸収する。
　なお、本実施形態においては、蛇腹部２７ａ，２７ａを左右方向の外方に向けた山折り
によって形成されているが谷折りとして形成しても良く、山折りと谷折りを組み合わせて
形成しても良い。
【００３７】
　蛇腹部２７ａ，２７ａが変形の起点となって側板部２７，２７が優先的に塑性変形され
ることによって、乗員の頭部が前板部２６の左右方向の縁部分を押圧した場合にも、効果
的に衝撃エネルギーを吸収することができる。また、側板部２７，２７が前板部２６の左
右側の全体から延設される構成とすることで、変形部材２５の上下方向での塑性変形特性
の変動を小さくすることができる。
　なお、前板部２６の上部側２６ａが上部ピラー部１３に固着されることで、第１の実施
形態と同様に、側板部２７，２７が塑性変形する際に左右側に倒れることを防いでいる。
【００３８】
　次に、ヘッドレストフレーム２１の塑性変形前後の状態を図６に基づいて説明する。図
６（ａ）は衝突前、図６（ｂ）は衝突後の状態を示している。
　後面衝突などにより、後方から衝撃を受けて慣性で乗員の頭部が後方に移動すると、乗
員の頭部がヘッドレストＨＲを押圧するため、クッション材７を介して変形部材２５が後
方側に押圧される。このとき、側板部２７，２７に形成された蛇腹部２７ａ，２７ａが優
先的に塑性変形されることによって、後面衝突などによる衝撃荷重を吸収して乗員の頭部
が受ける衝撃を緩和することができ、同時に、頸部に作用する衝撃力の低減を図ることが
できる。
【００３９】
　本実施形態では、左右それぞれの側板部２７，２７に形成された蛇腹部２７ａ，２７ａ
は、上下方向にほぼ平行に２カ所ずつに形成されているが、１～４カ所形成してもよい。
蛇腹部２７ａ，２７ａの数によって側板部２７，２７の変形特性が変化するため、吸収エ
ネルギーを調整することができる。
　また、上下方向に対する角度を設けて蛇腹部２７ａ，２７ａを形成すると、側板部２７
，２７の変形方向を調整することができるため、側板部２７，２７の塑性変形によるエネ
ルギー吸収特性に方向性を付加することができる。
【００４０】
　（第３の実施形態）
　図７及び図８は本発明の第３の実施形態を示し、図７は、ヘッドレストフレーム３５の
斜視説明図、図８は、II－II断面でのヘッドレストフレーム３５の塑性変形前後の状態を
示す断面図である。
　なお、以下の各実施の形態において、第１の実施の形態と同様部材、配置等には同一符
号を付してその詳細な説明を省略する。
　本実施形態に係るヘッドレストフレーム３１は、第１の実施形態と比べて、側板部３７
，３７の形状が異なっている点で大きく相違する。
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【００４１】
　まず、図７に基づいてヘッドレストフレーム３１の構成を説明する。
　変形部材３５は、塑性変形可能な板状部材から形成されており、頭部側に配置される前
板部３６と、前板部３６の左右側から後方側に屈曲しつつ連続して延設された側板部３７
，３７とからなる。左右の側板部３７，３７の先端がサイドピラー部１２，１２にそれぞ
れ固着され、前板部３６の上部側３６ａが上部ピラー部１３に固着されることで、変形部
材３５はピラー部材１１の頭部側に配設される。
【００４２】
　側板部３７，３７には複数の開口部３７ａ，３７ａ，３７ａが上下方向に並んで形成さ
れており、この開口部３７ａ，３７ａ，３７ａによって側板部３７，３７の強度が調整さ
れている。乗員の頭部がクッション材７を介して前板部３６を強く押圧すると、この開口
部３７ａ，３７ａ，３７ａによって強度が低下した側板部３７，３７が優先的に塑性変形
する。側板部３７，３７が変形することによって、乗員の頭部が前板部３６の左右方向の
縁部分を押圧した場合にも、効果的に衝撃エネルギーを吸収することができる。もちろん
、さらに大きなエネルギーが前板部３６に負荷された場合には、側板部３７，３７に加え
て前板部３６が塑性変形してエネルギーを吸収することができる。
【００４３】
　また、側板部３７，３７が前板部３６の左右側の全体から延設される構成とすることで
、変形部材３５の上下方向での塑性変形特性の変動を小さくすることができる。なお、前
板部３６の上部側３６ａが上部ピラー部１３に固着されることで、第１の実施形態と同様
に、側板部３７，３７が塑性変形する際に左右側に倒れることを防いでいる。
【００４４】
　次に、ヘッドレストフレーム３１の塑性変形前後の状態を図８に基づいて説明する。図
８（ａ）は衝突前、図８（ｂ）は衝突後の状態を示している。
　後面衝突などにより、後方から衝撃を受けて慣性で乗員の頭部が後方に移動すると、乗
員の頭部がヘッドレストＨＲを押圧するため、クッション材７を介して変形部材３５が後
方側に押圧される。このとき、開口部３７ａ，３７ａ，３７ａによって側板部３７，３７
が優先的に塑性変形されることによって、後面衝突などによる衝撃荷重を吸収して乗員の
頭部が受ける衝撃を緩和することができ、同時に、頸部に作用する衝撃力の低減を図るこ
とができる。
【００４５】
　本実施形態において、左右それぞれの側板部３７，３７に形成された開口部３７ａは、
上下方向に３カ所ずつに形成されているが、開口部３７ａの配置、数、大きさはいずれも
任意である。しかし、開口部３７ａの配置や数を変更することによって側板部３７，３７
の変形特性が変化するため吸収エネルギーを調整することができる。
　例えば、上下方向に角度を有して開口部３７ａを並べて形成すると、開口部３７ａの並
びに沿って側板部３７，３７が折れ曲がり変形するため、側板部３７，３７の塑性変形に
方向性を付加させることができる。
【００４６】
　本発明に係るヘッドレストフレーム１，２１，３１は、比較的簡単な構造であることか
ら設計の自由度が高く、様々なヘッドレストＨＲに適用することができる。また、左右の
側板部１７，２７，３７は前板部１６，２６，３６の左右側のそれぞれから連続して延設
される構成であるため部品点数が少なく低コストでヘッドレストフレーム１，２１，３１
を製造することができる。さらに、左右の側板部１７，２７，３７がサイドピラー部１２
に、上部側１６ａ，２６ａ，３６ａが上部ピラー部１３に、それぞれ固着される構成であ
ることから組み付けの際には固着箇所が外方に露出するため良好な組み付け性を有する。
【００４７】
　また、本発明によれば、後面衝突などの際に乗員の頭部がヘッドレストＨＲに衝突する
衝撃エネルギーを、ピラー部材１１に固定した変形部材１５，２５，３５の塑性変形によ
って吸収するためヘッドレストＨＲの厚さの増大を伴わず、省スペース／軽量な構成にて
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びヘッドレストＨＲを得ることができる。
【００４８】
　なお、本実施形態では、具体例として、自動車のフロントシートのヘッドレストＨＲに
ついて説明したが、これに限らず、後部座席のヘッドレストについても、同様の構成を適
用可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る車両用シートの概略斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るシートフレームの概略斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るヘッドレストフレームの概略説明図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るヘッドレストフレームの変形状態を示す説明図で
ある。
【図５】本発明の第２の実施形態に係るヘッドレストフレームの斜視説明図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係るI－I断面でのヘッドレストフレームの塑性変形前
後の状態を示す断面図である。
【図７】本発明の第３の実施形態に係るヘッドレストフレームの斜視説明図である。
【図８】本発明の第３の実施形態に係るII－II断面でのヘッドレストフレームの塑性変形
前後の状態を示す断面図である。
【図９】従来のヘッドレストを示す説明図である。
【符号の説明】
【００５０】
Ｓ　車両用シート
Ｓ１　シートバック
Ｓ２　シートクッション
ＨＲ　ヘッドレスト
Ｆ　シートフレーム
１，２１，３１，１０１　ヘッドレストフレーム
３　シートバックフレーム
５　着座フレーム
７，１０７　クッション材
８　表皮材
１１　ピラー部材
１２　サイドピラー部
１３　上部ピラー部
１５，２５，３５　変形部材
１６，２６，３６　前板部
１６ａ，２６ａ，３６ａ　上部側
１７，２７，３７　側板部
１８　ピラー支持部
１９　溶接部
２７ａ　蛇腹部
３７ａ　開口部



(11) JP 2010-58551 A 2010.3.18
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【図３】 【図４】



(12) JP 2010-58551 A 2010.3.18

【図５】 【図６】
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